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4
月
上
旬
に
届
き
ま
す
の
で
、必
要

事
項
を
記
入
の
上
、返
送
く
だ
さ
い
。

　

4
月
中
旬
に
な
っ
て
も
申
請
書

が
届
か
な
い
場
合
は
、在
学
証
明

書
ま
た
は
学
生
証
の
写
し（
裏
表
）、

印
鑑
、年
金
手
帳
を
持
参
の
上
、申

請
く
だ
さ
い
。

※「
学
生
納
付
特
例
制
度
」の
新
規

申
請
は
、4
月
25
日
発
行
の
市

広
報
紙
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

4
月
か
ら
は
、35
歳
、45
歳
、58

歳
に
到
達
し
た
方
に
、平
成
21
年

度
の「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」と
同
じ

内
容
が
届
き
ま
す
。そ
れ
以
外
の

方
に
は
、直
近
1
年
間
の
年
金
記

録
通
知
が
届
き
ま
す
。

　
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」が
届
か
な

い
場
合
は
、豊
岡
年
金
事
務
所
に

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

豊
岡
年
金
事
務
所
に
よ
る
年
金

相
談
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。日
時

お
よ
び
場
所
は
次
の
と
お
り
で
す
。

・
4
月
21
日（
水
）午
前
10
時
〜
午

後
4
時　

城
崎
総
合
支

所　

2
階　

大
会
議
室

・
4
月
28
日（
水
）午
前
10

時
〜
午
後
4
時　

但
東
総
合
支

所　

2
階　

大
会
議
室

　

年
金
相
談
窓
口
を
次
の
と
お
り

時
間
延
長
し
ま
す
。

　

お
越
し
の
際
に
は
、
年
金
手
帳

な
ど
基
礎
年
金
番
号
の
分
か
る
も

の
を
持
参
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
代
理
者
の
と
き
は
、
委

任
状
と
代
理
者
の
身
分
証
明
書
を

準
備
く
だ
さ
い
。

●
4
月
10
日（
土
）

　

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
4
時

●
4
月
5
日
・
12
日
・
19
日
・
26
日

の
毎
週
月
曜
日
は
、

　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
7
時

●
電
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で
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問
合
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ダ
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ヤ
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●
年
金
個
人
情
報
サ
ー
ビ
ス

　

日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ア
ド
レ
ス

　

http://w
w
w
.nenkin.go.jp

《
問
合
せ
》

▽
日
本
年
金
機
構　

豊
岡
年
金

事
務
所
☎
22
－
0
9
4
8

▽
市
民
課
市
民
係

　

☎
21
－
9
0
1
5
ま
た
は
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き

は
、保
険
料
の
免
除
制
度
を
利
用

く
だ
さ
い
。

●「
申
請
免
除
制
度
」と

　
「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」

▽
対
象
者　

・
申
請
免
除
制
度
…
本
人
、
配
偶

者
、
世
帯
主
の
全
員
が
免
除
要

件
に
該
当
す
る
方

・
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
…
30
歳

未
満
の
本
人
・
配
偶
者（
配
偶

者
の
年
齢
は
問
い
ま
せ
ん
）が

免
除
要
件
に
該
当
す
る
方

▽
対
象
期
間　

平
成
21
年
7
月
〜

平
成
22
年
6
月

▽
免
除
要
件

・
平
成
21
年
度
分
の

所
得
が
少
な
い
方（
下
表
参
照
）

・
失
業
や
倒
産
、
事
業
廃
止
の
方

・
障
害
者
ま
た
は
寡
婦
で
、
平
成

21
年
度
分
の
所
得
が
1
2
5
万

円
以
下
の
方

・
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助

以
外
の
扶
助
を
受
け
て
い
る
方

・
特
別
障
害
給
付
金
受
給
の
方

※
4
分
の
3
、
半
額
、
4
分
の
1

免
除
の
所
得
額
は
、
社
会
保
険

料
控
除
額
を
差
し
引
い
た
額
で

す
。
ま
た
、
免
除
後
の
保
険
料

を
納
付
し
な
け
れ
ば
未
納
扱
い

と
な
り
ま
す
。

※
若
年
者
納
付
猶
予
期
間
は
、
年

金
を
受
け
る
た
め
の
資
格
期
間

に
入
り
ま
す
が
、
受
給
額
に
は

反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

▽
申
請
方
法　

市
役
所
市
民
課
、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
に
設

置
の「
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・

納
付
猶
予
申
請
書
」に
必
要
事

項
を
記
入
・
押
印
の
上
、提
出
く

だ
さ
い
。

▽
申
請
に
必
要
な
も
の

・
基
礎
年
金
番
号
の
分
か
る
も
の

（
年
金
手
帳
ま
た
は
納
付
書
な
ど
）

・
印
鑑（
本
人
が
署
名

す
る
場
合
は
不
要
）

・
失
業
し
た
場
合
は

　
「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
」

ま
た
は「
雇
用
保
険
被
保
険
者

離
職
票
」の
写
し
な
ど

・
廃
業
の
場
合
は
、「
廃
業
証
明

書
」、「
離
職
者
支
援
資
金
貸
付

決
定
書
」の
写
し
な
ど

・
平
成
21
年
1
月
2
日
以
降
に
他

の
市
町
村
か
ら
転
入
し
た
方
は
、

「
平
成
21
年
度
所
得
証
明
書
」

▽
申
請
期
限　

7
月
30
日（
金
）

●
平
成
21
年
度
学
生
納
付
特
例
の

申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

　

対
象
期
間
中
に
学
生
で
あ
る
証

明
が
必
要
で
す
。

▽
対
象
期
間　

平
成
21
年
4
月
〜

平
成
22
年
3
月

▽
申
請
期
限　

4
月
30
日（
金
）

●
学
生
納
付
特
例
を

引
き
続
き
受
け
る
場
合

　

平
成
21
年
度
学
生
納
付
特
例
の

認
定
を
2
月
19
日
ま
で
に
受
け
、平

成
22
年
度
も
同
じ
学
校
に
在
学
す

る
方
に
、「
平
成
22
年
度
学
生
納
付

特
例
申
請
書
」（
は
が
き
形
式
）が

豊
岡
年
金
事
務
所

か
ら
の
お
知
ら
せ

年
金
相
談
窓
口
を
時
間
延
長

平
成
21
年
度

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請

〈免除の対象となる所得の目安〉

単身世帯 扶養1人 扶養3人

全額免除・
若年者猶予 57万円 92万円 162万円

4分の3免除 93万円 142万円 230万円

半額免除 141万円 195万円 282万円

4分の1免除 189万円 247万円 335万円

ね
ん
き
ん
定
期
便

年
金
相
談
会
の
開
催
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65
歳
以
上
の
年
金
受
給
者
は
、

公
的
年
金
の
所
得
に
対
す
る
個
人

市
県
民
税
の
納
付
に
つ
い
て
、
平

成
21
年
10
月
以
降
、
支
給
さ
れ
る

公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収（
年
金

か
ら
の
天
引
き
）す
る
制
度（
下
表

参
照
）が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

　

4
月
に
支
給
さ
れ
る
公
的
年
金

か
ら
、
平
成
22
年
度
個
人
市
県
民

税
の
仮
徴
収
が
始
ま
り
ま
す
。

　

平
成
22
年
度
の
個
人
市
県
民
税

額
は
5
月
か
ら
6
月
に
か
け
て
決

定
し
、
7
月
に
年
金
保
険
者（
日

本
年
金
機
構
な
ど
）へ
個
人
市
県

民
税
の
特
別
徴
収
を
依
頼
す
る
こ

と
と
な
る
た
め
、
4
月
・
6
月
・

8
月
は
2
月
に
特
別
徴
収
さ
れ
た

金
額
と
同
額
を
仮
徴
収
し
ま
す
。

そ
し
て
、
10
月
・
12
月
・
平
成
23

年
2
月
は
、
そ
の
年
度
の
個
人
市

県
民
税
額
か
ら
仮
徴
収
分
を
差
し

引
い
た
額
の
3
分
の
1
に
相
当
す

る
金
額
を
本
徴
収

し
ま
す
。

　

所
得
が
年
金
所

得
の
み
の
方
は
、

一
部
の
方
を
除
き
、
納
付
書
ま
た

は
口
座
振
替
で
の
納
付
が
な
く
な

り
、
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
の
み

と
な
り
ま
す（
年
金
以
外
に
所
得

が
あ
る
場
合
は
、
納
付
書
・
口
座

振
替
で
の
納
付
が
継
続
し
ま
す
）。

　

4
月
・
6
月
・
8
月
に
支
給
さ
れ

る
年
金
か
ら
特
別
徴
収（
仮
徴
収
）

す
る
金
額
は
、既
に
送
付
し
て
い

ま
す「
平
成
21
年
度
市
民
税
・
県
民

税
納
税
通
知
書（
変
更
通
知
書
）」

の「
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

に
よ
る
納
付
額（
変
更
通
知
書
は
、

来
年
度
の
公
的
年
金
か
ら
徴
収
す

る
仮
特
別
徴
収
税
額
）」の
欄
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
制
度
は
、

年
金
受
給
者
の
納

税
の
利
便
性
の
向

上
や
、
市
町
村
に

お
け
る
徴
収
の
効
率
化
を
図
る
た

め
に
導
入
し
て
お
り
、
納
税
方
法

が
変
わ
る
だ
け
で
新
た
な
税
負
担

が
生
じ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

《
問
合
せ
》
税
務
課
市
民
税
係
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個
人
市
県
民
税

公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

　
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

（例）個人市県民税の年税額が6万円（年金所得のみ）の場合
●平成21年度の徴収方法（年金特別徴収1年目）

徴収方法 普通徴収（納付書・口座振替で納付） 特別徴収（年金からの天引き）

年金支給月 平成21年６月 平成21年８月 平成21年10月 平成21年12月 平成22年２月

税　額 15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円

算出方法 年税額の4分の1 年税額の6分の1

※６月・８月に年税額の４分の１ずつを普通徴収しました。
※10月・12月・平成22年２月支給分の年金から年税額の６分の１ずつを特別徴収しました。

●平成22年度以降の徴収方法（年金特別徴収2年目以降）

徴収方法 特別徴収（仮徴収） 特別徴収（本徴収）

年金支給月 平成22年４月 平成22年６月 平成22年８月 平成22年10月 平成22年12月 平成23年２月

税　額 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

算出方法 平成22年２月分と同額 年税額から仮徴収分を差し引いた額の
3分の1

※４月・６月・８月に、２月に特別徴収した金額と同額を特別徴収（仮徴収）します。
※10月・12月・平成23年２月に、年税額から仮徴収分を差し引いた額の３分の１の
金額を特別徴収（本徴収）します。

※４月・６月・８月で特別徴収（仮徴収）した金額が年税額を上回る場合は、年税額
との差額分を還付し、10月・12月・平成23年２月は、特別徴収（本徴収）しません。


